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お財布サポート byベネフィット・ステーション 利用規約 
 
第１条（本サービスの内容） 

フラッシュコーポレーション合同会社（以下「当社」といいます。）がお客様に対し、
「お財布サポート by ベネフィット・ステーション 利用規約」（以下「本規約」といいま
す。）に基づき、「お財布サポート byベネフィット・ステーション」を提供します。また、
利用者は、別紙の株式会社ベネフィット・ワンの定めるベネフィット・ステーション（個
人）会員規約（以下「利用規定」といいます。）に同意の上、本サービスに申込み、利用
するものとします。なお、本規約の定めと別紙に定める利用規定の定めが矛盾抵触する場
合には、本規約が優先して適用されるものとします。 

 
第２条（本サービスの利用） 

本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本
サービスを利用するための登録（以下「利用登録」といいます。）を行うものとします。
なお、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。 

 
第３条（利用料金） 
１．本サービス利用者は、本サービスの利用料金（以下「本料金」といいます。）を、当

社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。 
２．本サービス利用者が、月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で本サー

ビスに関する利用契約（以下「利用契約」といいます。）が終了した場合、当該月の本
料金の日割り計算は行われないものとします。 

３．当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスの全部ないし一部を使用することが
できなくなった場合であっても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切
の責任を負わないものとします。なお、本サービスを使用することができなくなった
場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。 

 
第４条（遅延損害金） 

当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、本サービ
ス利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6％の割合による遅延損害
金を請求することができるものとします。 

 
第５条（お問合せ） 

本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問合せを行う場合、当社の定め
る方法により当社に対して連絡をするものとします。 

 
第６条（本サービス・規約の変更） 
１．当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約又は

本サービスの内容を変更することができるものとします。 
２．当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更した場合、変更後の本規約

又は本サービスの内容を本サービス利用者に当社が指定する方法により通知するも
のとします。 

３．本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内
容が適用されるものとします。 

４．当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本サービス
の一部又は全部を変更又は廃止することができるものとします。 

 
第７条（禁止事項） 
本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行って

はならないものとします。 
① 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するお

それのある行為。 
② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれ

のある行為。 
③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。 
④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。 
⑤ 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。 
⑥ 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。 
⑦ 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。 
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⑧ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメー
ルを送信する行為。 

⑨ 利益目的で自己の事業において利用する行為。 
⑩ 他人になりすまして各種サービスを利用する行為 
⑪ 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等

を送信、記載又は掲載する行為 
⑫ 無限連鎖講（ネズミ講）若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する

行為 
⑬ 連鎖販売取引（マルチ商法）に関して特定商取引に関する法律（昭和 51年法律第 57

号）に違反する行為 
⑭ ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為 
⑮ 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為 
⑯ 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 
⑰ 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行

為 
⑱ 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範

囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為 
⑲ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。 
⑳ その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断す

る行為。 
 
第８条（権利譲渡の禁止） 

本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として
有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をし
てはならないものとします。 

 
第９条（損害賠償） 
 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三
者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害（逸失利益、訴訟費用及び弁護
士費用等を含むがこれに限定されないものとします。）等を全額賠償する責任を負うもの
とします。 

 
第１０条（通知） 
１．当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックス

の送信、Ｗｅｂサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うもの
とします。 

２．前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日（但し、その
間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日）に本サービス利用者に到達したも
のとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子
メール若しくは当該ファックスが送信された時点で本サービス利用者に到達したもの
とみなすものとします。また、前項の通知がＷｅｂサイトへの掲載による場合、Ｗｅｂ
サイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。 

３．本サービス利用者が第 1項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとして
も、当社は一切責任を負わないものとします。 

 
第１１条（利用目的） 

当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用す
るものとします。 
① 本サービスを提供する場合（利用料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含

みます）。 
② 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。 
③ 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。 
④ 当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社（以下、総称して「当社等」といいま

す。）が取扱う各種商材に関する案内をする場合。 
⑤ 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。 
⑥ マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。 
⑦ 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。 
⑧ 法令の規定に基づく場合。 
⑨ 本サービス利用者から事前の同意を得た場合。 
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第１２条（免責） 
１．当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配

することのできない事由（以下「不可抗力」といいます。）により、本規約の履行の遅
滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 

２．当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利
用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害
を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 

３．通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生
じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は
一切責任を負わないものとします。 

４．本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は
一切責任を負いません。 

 
第１３条（報告義務） 
１．本サービス利用者が、氏名、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やか

に連絡を行うものとします。 
２．本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、住所又は連絡先等の契約者情報

の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の氏名、住所又は連絡先等の
契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点におい
て到着したものとします 

３．本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた
損害については、当社は一切責任を負いません。 

 
第１４条（第三者への委託） 

当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、
又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとしま
す。 
 

第１５条（秘密保持） 
本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販

売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。 
 

第１６条（本サービスの提供の停止及び利用契約の解除）  
１．当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、

催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を
解除することができるものとします。 

① 本サービス利用者が、本サービスに関する利用料金の支払を一度でも怠ったとき。 
② 本サービス利用者が、第 7条に定める行為を行ったとき。 
③ 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれが

あるとき。 
④ 本サービス利用者が、民事再生手続、破産等の申立てを行い又は第三者により申立て

られたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。 
⑤ 死亡したとき。 
⑥ 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融

機関から取引停止の処分を受けたとき。 
⑦ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。 
⑧ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。 
⑨ 民事訴訟又は刑事訴訟の対象（捜査報道がされた場合を含む）となり、当社に不利

益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。 
⑩ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。 
⑪ 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行ってい

たことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。 
⑫ 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及

ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。 
⑬ 本サービス利用者が第 15条に違反したとき。 
⑭ 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき。 
⑮ 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、も

しくはそのおそれがあるとき。 
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⑯ その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と 
  判断したとき。 
⑰ 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の

業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。 
⑱ 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者

に対して本サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき。 
２．当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、

利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任
を負わないものとします。 

 
第１７条 （サービスの廃止） 
１．当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 
２．当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス

利用者に対し、廃止する日の 1ヶ月前までに、その旨を通知します。 
３．当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が

生じた場合でも一切責任を負わないものとします。 
 
第１８条（解約） 

本サービス利用者が、本サービスの解約を行う場合、本サービス利用者は当社に対して、
当社が指定する方法にて解約の申請を行うものとします。また、本サービスの一部の解約
はできないものとします。なお、解約日は、当月の 25日(25日が土・日・祝の場合は、そ
の直前の平日)までに本サービスの解約手続きが完了した場合は、当該手続きが完了した
日の属する月の末日となります。 

 
第１９条（料金等） 
１．本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 
２．本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一

切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済する
ものとします。 

 
第２０条（契約期間） 

 当社にて、本サービス利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、当社
が本サービス利用者に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途当社が指
定する日より、本サービス利用者は、本サービスの利用が可能となります。 

 
第２１条（サービス内容の変更） 

当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、
各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場
合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変
更後のサービス内容が適用されるものとします。 

 
第２２条（期限の利益の喪失） 

本サービス利用者が、第 16条第 1項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を
喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。 

 
第２３条（合意管轄） 

本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所
又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 
第２４条（信義誠実の原則） 

本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サービ
ス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。 
 

第２５条（法令等の遵守） 
 本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、電気通信事業法（昭和 59 年 12 月
25 日法律第 86 号）、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成 14 年 4 月 17
日法律第 26 号）その他関連法令、本規約を遵守するものとします。 

以上 
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2023年 2月 8日 制定 
2023年 4月 1日 改訂 
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別紙 お財布サポート byベネフィット・ステーション 

 

■本サービスの概要 

「お財布サポート by ベネフィット・ステーション」は、株式会社ベネフィット・ワンが運営す

る優待サービスです。 提供するサービスは以下の通りになります。 

 （1）生活全般にわたる、便利でお得なサービス 

 （2）電話による相談・紹介・情報提供サービス 

 （3）レジャーやご旅行（旅行会社が提供します。）に関する便利でお得なサービス 

 （4）その他、株式会社ベネフィット・ワンとその提携組織が定めるサービス 

 

■サービス利用規定 

ベネフィット・ステーション（個人）会員規約 

 
第 1 条（目的） 
株式会社ベネフィット・ワン（以下「当社」
という）の運営するベネフィット・ステーシ
ョン（以下「本会」という）は、福利厚生サ
ービス（健康管理サービス及び教育・研修サ
ービス等を含む。以下同じ）を通じて会員企
業・団体の発展とその役職員又は構成員のよ
り豊かな生活を実現することを目的とする。 
 
第 2 条（サービスの対象者） 
1．本会の目的に賛同し法人会員規約及び本規

約を承認の上、入会申込みを行い、当社が
承認をした企業・団体等を法人会員、また、
その役職員又は構成員を個人会員と称する。
なお、個人会員は、本規約を承認すること
により、本会のサービスを利用することが
できるものとする。 

2．個人会員の会員資格の取得及び喪失は、第
8 条に定める場合を除き、法人会員が随時
当社に届け出ることにより行う。 

 
第 3 条 会員サービスの種類・内容 
個人会員は、法人会員が本会への入会に関して
当社との間で締結する契約に応じて指定され
るサービスの提供を受けることができる。本会
の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法
等は、当社ホームページ等で指定される。 
 
第 4 条 会員サービスの対象者の範囲 
1. 本会のサービスを受けることができる者は、

原則として個人会員本人、その配偶者及び
各々の二親等以内の親族（以下、「配偶者等」
と総称する）とする。個人会員は、自己の
責任において配偶者等に本会のサービスを
利用させ、配偶者等をして本規約の内容を
遵守させるものとする。 

2．前項に基づき、配偶者等に本会のサービス
を利用させる場合、当該配偶者等による本会の
サービスの利用は、個人会員本人による本会の
サービスの利用とみなす。 
3．個人会員は、個人会員及び配偶者等以外の

第三者に本会のサービスを利用せしめては
ならない。 

 
第 5 条 会員証の発行 
当社は、個人会員に対し、原則として会員証（電
子媒体に限る。以下同じ）を発行し、個人会員
は交付された会員証の提示をもって本会のサ
ービスを利用できるものとする。 
 
第 6 条 個人会員ＩＤ・パスワード 
1. 個人会員は、個人会員ＩＤ及びパスワード

（これらには、当社が発行する電子媒体の
会員証を含むものとする。以下同じ）を第
三者に譲渡又は貸与してはならず、個人会
員ＩＤ及びパスワードは、開示・漏洩等し
ないよう秘密として厳重に管理しなければ
ならない。ただし、個人会員が第 4 条に基
づき、配偶者等に本会のサービスを利用さ
せるために貸与する場合はこの限りではな
い。 

2. 個人会員ＩＤ及びパスワードが当社所定の
方法により入力され、本会のサービスが利
用された場合には、当社は、当該利用を当
該個人会員による本会のサービス利用とみ
なすことができるものとする。ただし、当
該利用が、当社の故意又は過失による個人
会員ＩＤ及びパスワードの漏洩等に基づく
ものであるときはこの限りではない。 

3. 当社は、個人会員ＩＤ又はパスワードを用
いた第三者の本会のサービス利用等による
個人会員の不利益及び損害について、一切
の責任を負わない。ただし、当該利用等が、
当社の故意又は過失による個人会員ＩＤ及
びパスワードの漏洩等に基づくものである
ときはこの限りではない。 

 
第 7 条 遵守事項 
1. 個人会員は、次の事項を遵守しなければな

らない。 
（1） 登録事項に変更が生じた場合、速やか

に自己が属する法人会員を通じて当社
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に届出を行うものとする。 
（2） 本会の提供するサービス（本会のサービ

スをその要素とするサービスを含む）を、
直接的であると間接的であるとを問わ
ず、第三者から収益を得る目的で使用し
てはならない。 

（3） 料金を支払う規定のある本会のサービ
スについては、所定の料金を支払わなけ
ればならない。 

（4） 本会のサービスの利用に際してはその
施設等の利用規約に従うものとする。 

2．個人会員は、本会のサービスの利用に際し、
その施設等に対して故意又は過失により損
害を与えたときは、その損害を賠償するもの
とする。 

 
第 8 条 会員資格の喪失 
1. 個人会員は、法人会員が退会又はその他の

事由により会員資格を喪失した場合には、
法人会員の会員資格喪失日付けで、会員資
格を喪失するものとする。 

2. 当社は、次のいずれかの場合には、催告を行
うことなく個人会員の会員資格を喪失させ
ることができる。この場合、個人会員は当
社が個人会員の会員資格の喪失を通知した
日付けで会員資格を喪失するものとする。 

（1）個人会員が本規約に定める事項又はその
他の規約、特約等に違反したとき 

（2）個人会員が不適切なサービス利用その他
の行為により本会の正常な運営を妨げ
若しくは信用を傷つけ、又はそのおそれ
があると当社が判断したとき 

（3）個人会員が不適切な目的（第 7 条第 1 項
第 2 号に定める目的を含むが、これに限
られない）で本会のサービスを利用し、
又は利用しようとしたとき、その他個人
会員の会員資格の継続を認めることが
妥当ではないと当社が判断したとき 

（4）個人会員に反社会的勢力との関わりが生
じたと当社が判断したとき 

（5）前各号に準ずる事由が生じたとき 
3. 前各項に基づいて個人会員が会員資格を喪

失した場合は、法人会員と当社とが別途合
意した場合を除き、当該個人会員は、会員
資格を喪失した日以降、本会のサービス（会
員資格喪失日の前に申込みを行ったサービ
スを含む）を一切受けることができないも
のとする。 

4. 当社は、個人会員に対し、個人会員が会員資
格を喪失し、本会のサービスを利用でき
ないことをもって個人会員に生じた損害
について一切の責任を負わない。 

 
第 9 条 個人情報の取扱い 
1. 当社は、会員登録に際して法人会員又は個

人会員より届けられた「個人情報の保護に
関する法律」（平成 15 年 5 月 30 日法律第
57 号）（以下「個人情報保護法」という）第
2 条第 1 項に定める個人情報（以下「個人

情報」という）並びに本会のサービスを利
用する際に個人会員又は他の利用者（配偶
者等並びに個人会員及び配偶者等の同伴者
をいう。以下同じ。また、個人会員とあわ
せて、以下「個人会員等」と総称する）より
取得した個人情報を、当社が別に定める「個
人情報保護方針」等に従い、適切に管理す
るものとする。なお、個人会員は、他の利
用者に本会のサービスを利用させるにあた
り、本条及び第 11 条の内容を承認させるも
のとする。 

2. 当社は、個人会員等に係る個人情報を厳に
秘密として管理し、本人の事前の承諾なく
第三者に提供又は開示しないものとする。
ただし、次の各場合には、本人の事前の同
意なくして当社は、第三者に対して個人情
報を提供又は開示できるものとする。 

（1）法令に基づく場合 
（2）人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合であって、本人の同意
を得ることが困難であるとき 

（3）公衆の衛生の向上又は児童の健全な育
成の推進のために特に必要がある場合
であって、本人の同意を得ることが困難
であるとき 

（4）国の機関若しくは地方公共団体又はそ
の委託を受けた者が法令の定める事務
を遂行することに対して協力する必要
がある場合であって、本人の同意を得る
ことにより当該事務の遂行に支障を及
ぼすおそれがあるとき 

（5）個人情報保護法及びその他関係諸規則
に違反しない方法で提供する場合 

（6）当社と業務提携を行っている宿泊施設
等のサービス提供企業及び本会に係る
事務等において当社と提携する企業（以
下、サービス提供企業を含めて「提携事
業者」と総称する）に対して、個人会員
等が本会のサービスを利用するために
必要な範囲内で提供する場合 

3. 当社は、個人情報を次の目的に限定して利
用するものとする。 

（1）当社が法人会員及び個人会員等に本会の
サービスを提供するため 

（2）個人会員に対する当社のサービスの案内 
（3）会員情報の管理 
（4）その他本会のサービス提供に必要な業務 
4. 第 2 項の規定にかかわらず、当社は、前項

の利用目的の達成に必要な範囲内において、
個人情報の取扱いを第三者に対して業務委
託する場合がある。 

5. 第 2 項の規定にかかわらず、当社は、個人
会員等にかかる個人情報について、福利厚
生サービスの委託元である法人会員と共有
する場合がある。 

6. 法人会員の退会、個人会員の退職等により
個人会員が会員資格を失った場合、その個
人情報については、当社は、原則として、
提供するサービスの内容に応じて法人会員
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との契約又は協議により消去又は廃棄する。
ただし、法令等諸規則に基づき当社が継続
して保有する必要がある情報についてはこ
の限りではない。 

 
第 10 条 サービス内容の変更及び本規約の改
定 
1. 当社は、提携事業者との提携条件の変更や

提携解消等により、個人会員への事前の告
知を行うことなく、サービス内容を変更（サ
ービスの終了を含む）することができる。 

2. 前項のサービス内容の変更を行う場合、個
人会員に対して、可能な限り事前に、又は
事前が困難である場合には事後速やかに、
インターネット上の掲示、メール又はファ
ックスによる通知のいずれかの方法で、こ
れを告知又は周知するものとする。 

3. 当社は、本会の健全な運営を図るため、又は
法令の改正等により、当社が必要と判断し
た場合には、本規約を改定（変更及び廃止
を含む）することができる。 

4. 前項の改定を行う場合、本規約を改定する
旨及び改定後の内容並びにその効力発生時
期について、個人会員に対して事前にホー
ムページにより告知又は周知するものとし、
当該改定は、告知等に定める日より適用さ
れるものとする。 

 

第 11 条 免責 
1. 当社は次の場合、何らの法的責任を負わな

い。ただし、当社は、（2）の場合には、可能
な範囲で、個人会員等と提携事業者との間
の紛争の解決に努めるものとする。 

（1）不可抗力により、又はその他当社の故意
若しくは過失によらずに（個人会員が予
め了承しているものとして、第 8 条及び
第 12 条の事由によりサービスを利用で
きない場合は、当社の責に帰すべき事由
がある場合に該当しないものとする）、
サービス提供が中断又は停止した場合、
法人会員又は個人会員等が本会に送信
したメッセージ若しくは情報が消失等
した場合、及びその他サービスの利用に
関して法人会員又は個人会員等が損害
を被った場合 

（2）個々のサービスの利用において個人会
員等と提携事業者との間で紛争が発生
した場合 

2. 提携事業者が提供するサービス又は情報の
利用の結果、個人会員等が損害又は傷害を
被った場合には、当該個人会員等は、当該
損害又は傷害が当社の故意又は過失に基づ
く場合を除き、当社に対して何らの請求も
行いえないものとする。 

3. 当社が本会のサービスに関し個人会員等に
対し法的責任を負うべき場合において、当
社が負うべき責任は、当社に故意又は重大
な過失がある場合を除き、個人会員等に現
実に発生した直接かつ通常の損害に限り、

予見可能性の有無を問わず特別の事情から
生じた損害や逸失利益を含まないものとす
る。 

 
第 12 条 サービスの中断・停止等 
当社は次の場合、個人会員への事前の通知を行
うことなく、サービスの全部又は一部を中断又
は停止等の必要な措置を採ることができるも
のとする。 
（1）本会のサービス用のハード、ソフト又は

通信機器設備等に関わるメンテナンス
や修理を定期的又は緊急に行う場合 

（2）アクセス過多等の予期せぬ要因でシステ
ムに負荷が集中した場合 

（3）個人会員のセキュリティを確保する必要
が生じた場合 

（4）火災、停電、その他不慮の事故等により
サービスの提供が困難な場合 

（5）前各号に準ずる事由が生じた場合 
 
第 13 条 準拠法及び管轄裁判所 
本規約に関する準拠法は、日本法とする。個
人会員と当社との間で紛争が生じたときは、
東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄
裁判所とする。 
 
第 14 条 言語 
本規約は、日本語を正本として作成され、日
本語の正本が、他の言語へのいかなる翻訳に
もかかわらず、優越するものとする。 
 
第 15 条 存続条項 
本規約に基づくサービスの終了後も、第 6 条
（個人会員 ID・パスワード）第 3 項、第 9 条
（個人情報の取扱い）第 6 項、第 11 条（免
責）、第 13 条（準拠法及び管轄裁判所）及び
本条の規定は、なお効力を有するものとする。 

 
付 則 
「CRM サービス」として本会のサービスを提供
する場合の特約 
企業・団体等が、本会のサービスを顧客満足度
向上支援サービス（本付則において「ＣＲＭサ
ービス」という）として、サービス利用料を自
ら負担した上で、自らの取引先である顧客に対
して提供する場合は、次の規定に従うものとす
る。 
1. 本規約第 1 条中の「福利厚生サービス（健

康管理サービス及び教育・研修サービス等
を含む。以下同じ）」を「CRM サービス」、「そ
の役職員又は構成員」を「その顧客」とそ
れぞれ読み替える。 

2. 本規約第 2 条第 1 項を、次のとおり全面的
に読み替える。 

「1.本会の目的に賛同し本規約を承認の上、
当社との間で業務提携契約等の契約（以
下「基本契約」という）を締結した企業・
団体等を法人会員、また、法人会員が本
会のサービスを利用する者として指定
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した法人会員の顧客を個人会員と称す
る。 
なお、個人会員は、本規約を承認するこ
とにより、本会のサービスを利用するこ
とができるものとする。」 

3. 本規約第 3 条を、次のとおり全面的に読み
替える。 

「1．個人会員は、法人会員が当社との間で締
結する基本契約に応じて指定されるサ
ービスの提供を受けることができる。本
会の個々のサービスの内容、利用価格、
利用方法等は、当社ホームページ等で指
定される。 

2.本会の呼称については、法人会員と当
社との合意により、変更することができ
るものとする。」 

4. 本規約第 7 条第 1 項第 1 号中の「自己が属
する法人会員」を「自己に本会のサービス
を提供する法人会員」と読み替える 

5. 本規約第 8 条第 1 項を、次のとおり全面的
に読み替える。 

「1．個人会員は、法人会員と当社との間の基
本契約が期間満了又は解除等により終

了した場合は、法人会員と当社との間で
特約がある場合を除き、当該基本契約の
終了日付けで、会員資格を喪失するもの
とする。」 

6. 本規約第 9 条第 5 項中の「福利厚生サービ
スの委託元である法人会員」を「CRM サービ
スの提供元である法人会員」と読み替える。 

7. 本規約第 9 条第 6 項を、次のとおり全面的
に読み替える。 

「6.法人会員と当社との間の基本契約の終
了、又は法人会員による第 2 条第 2 項に
基づく個人会員の会員資格の資格喪失
の届出等により個人会員が会員資格を
失った場合、その個人情報については、
当社は、原則として、提供するサービス
の内容に応じて法人会員との契約又は
協議により消去又は廃棄する。ただし、
法令等諸規則に基づき当社が継続して
保有する必要がある情報についてはこ
の限りではない。」 

 
（2022 年 11 月 1 日改定）

 

以上 
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